
令和７年２月 日 

 

会 員 各 位 

（一社）山口県ＬＰガス協会 

 

新１４条書面の改訂（有償注文）について（ご案内）    

 

この度、ＬＰガス料金の三部料金制の徹底（設備費用の外出し表示・計上禁止）

に係るＬＰ法施行規則が４月２日に施行されます。 

そのため、現在、当協会作成の１４条書面の改訂作業を進めており、２月開催

の保安委員会に改訂案をお諮りする予定です。 

つきましては、有償注文を受付しますので、下記注文書に必要事項をご入力

の上、当協会宛メール（info@y-lpgas.jp）又は FAX（083-923-8366）にて、ご

注文くださいますようよろしくお願いいたします。 

  ※発行時期は３月中旬を予定しています。 

 

 

注 文 書 

 

（一社）山口県ＬＰガス協会  行 

FAX ０８３－９２３－８３６６ 

令和  年  月  日 

 

１  事業所の名称及び所在地 

 

名   称 所  在  地 電話番号 

   

 

新１４条書面 

          枚 

 

mailto:info@y-lpgas.jp）又はFAX（083-923-8366

